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令和７年９月２２日（月曜日） 

予算決算委員会文教・子育て分科会 

第２委員会室 

出席委員 

常盤真功、妻鹿幸二、宮下和也、阿山正人、 

宮本吉秀、東影 昭、下林崇史、牧野圭輔、 

谷川真由美 

 

【文教・子育て委員会（こども未来局）の審査】 

 

再開                １１時４０分 

こども未来局            １１時４０分 

送付議案説明 

・議案第90号 令和6年度姫路市一般会計決算認定に

ついて 

・議案第92号 令和6年度姫路市母子父子寡婦福祉

資金貸付事業特別会計決算認定につ

いて 

休憩                １１時５４分 

 

再開                １２時５６分 

質疑                １２時５６分 

（質問） 

一時預かり利用者負担金として約150万円の歳入が

あるが、延べ何人が利用したのか。 

（答弁） 

同事業のうち、こども誰でも通園制度モデル事業が

639人、一時保育が13人である。 

（質問） 

一時保育の利用が少ないと思われるが、令和5年度

は何人が利用したのか。 

（答弁） 

5人である。 

なお、公立施設2園の実績であり、私立の実績は含

んでいない。 

（質問） 

病児・病後児保育事業受益者負担金として約200万

円の歳入があるが、延べ何人が利用したのか。 

（答弁） 

1,196人だが、非課税であれば負担金が免除される

ので、歳入の対象は1,033人である。 

（質問） 

市南部への病児保育施設設置の進捗状況はどうな

のか。 

（答弁） 

令和7年8月1日から実施事業者の募集を行っている

が、現在のところ応募がない状態である。 

（要望） 

多くのニーズがあるので、令和8年度に設置できる

よう進めてもらいたい。 

（質問） 

子育て短期支援事業とはどのような事業なのか。 

（答弁） 

家庭での養育が困難になった場合に、児童養護施設

で子どもを一時的に養育するものである。 

（質問） 

保育人材確保対策費について、見込みを下回ったた

めに多額の不用額が発生したとのことだが、何人の利

用を見込んでいたのか。 

また、なぜ見込みを下回ったと考えているのか。 

（答弁） 

同事業のうち、保育士等住居借り上げ支援事業につ

いては、55人の利用を見込んでいたが、実際の利用者

数は43人であった。 

また、保育士等奨学金返済支援事業にいては、157

人の利用を見込んでいたが、実際の利用者数は139人

であった。 

事業の対象から除外される中途退職者が想定より

多かったため、見込みを下回ったと考えている。 

（要望） 

利用したい人が利用できるように、しっかりと周知

してもらいたい。 

（質問） 

ひとり親家庭学習支援事業費について、利用が少な

かったことから不用額が発生したとのことだが、何人

の利用を見込んでいたのか。 

また、なぜ利用が少なかったと考えているのか。 

（答弁） 

同事業のうち、ひとり親家庭等の小学6年生に対し

て学習教室を実施する学習支援事業については、募集

定員が30人のところ、参加人数が28人であった。 

また、令和6年度から実施している低所得子育て世
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帯の大学等受験料・模擬試験受験料助成事業について

は、1,160人の利用を見込んでいたが、利用件数が114

件であった。 

同助成事業は新規事業であり、周知が不十分であっ

たことから利用が低調であったと考えている。 

（質問） 

同助成事業は受験料を補助する事業なのか。 

（答弁） 

大学受験については受験及び模擬試験の費用に対

して補助するもので、高校受験については模擬試験の

みである。 

（要望） 

利用したい人が利用できるように、しっかりと周知

してもらいたい。 

（質問） 

借地料が発生している施設はあるのか。 

また、それぞれ幾ら支払っているのか。 

（答弁） 

手柄保育所で1年当たり約238万円、飾磨保育所で1

年当たり30万円の借地料が発生している。 

（質問） 

手柄保育所は、第2期就学前教育・保育施設の在り

方方針実施計画において閉園の対象となっているが、

閉園となれば借地は解消されるのか。 

（答弁） 

そうである。 

（質問） 

飾磨保育所の借地についてはどのように対応して

いるのか。 

（答弁） 

保育所の入り口付近を借り受けており、借地を解消

するためには当該土地を買い取る必要があることか

ら、所有者との交渉を続けている。 

（質問） 

母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入について、母

子・父子への貸付けはそれぞれ何件あるのか。 

（答弁） 

令和6年度の貸付けの内訳は、母子が13件、父子が3

件である。 

（質問） 

貸付金の返済が遅延している者にはどのように対

応しているのか。 

（答弁） 

まずは文書や電話、訪問等による催告を行うが、悪

質な場合には給与の差押え等の法的措置を行う場合

もある。 

（要望） 

福祉資金といえども公費から支出した貸付金であ

ることから、未収金の回収にしっかりと努められたい。 

こども未来局終了          １３時１３分 

 

【文教・子育て委員会の意見取りまとめ】 

 

意見取りまとめ           １３時１６分 

・分科会長報告について 

正副分科会長に一任すべきものと決定。 

閉会                １３時１８分 


